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本シリーズは、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則と国際カート規則ならびにそれに準拠した
２０１６年ＪＡＦ国内カート競技規則集とその付則、ならびに２０１６年ＳＬカートミーティン
グ規則書ならびに２０１６年四国カートカップ特別規則書と本規則書付則に従って開催されます。

第１章 大会開催に関する事項

第１条 競技会の名称
２０１６ 四国カートカップ

第２条 競技種目
第１種競技車両よるスプリントレース

第３条 クラス区分
１）キッズ
２）カデット
３）チャレンジ
４）オープン
５）ＫＴ
６）Ｎ３５

第４条 開催場所・オーガ―ナイザー
１）開催場所：カートランド四国
２）オーガナイザー：カートランド四国㈲

〒761-2204 香川県綾歌郡綾川町山田下６４３
TEL087-878-2952 FAX087-878-2989

第５条 開催日程
第１戦 １月２４日
第２戦 ３月１３日
第３戦 ４月２４日
第４戦 ５月２６日
第５戦 ８月 ７日
第６戦 １０月１６日
第７戦 １１月１３日

第６条 大会競技役員
大会競技役員は各大会特別規則書付則にて記します。

第２章 競技会参加に関する事項

第７条 参加資格
１）ドライバー：必要なライセンス区分及び年齢制限は下記の通りとします。
２）ピットクルー：ドライバー1名につき２名までとします。
３）満２０歳未満のドライバーおよびピットクルーは親権者の承諾書が必要となります。
４）ＳＬＯ（一般社団法人カートスポーツ機構）が推奨する「ＳＬスポーツ安全保険」

の加入を推奨します。

※満年齢に達していないドライバーでも（ただし、レース実績等を考慮し、参加者が所
属するクラブからの推薦があり、主催者が認めた場合、希望するクラスに出場できる
場合もあります。

クラス 年齢(当該年度) ライセンス

キッズ ４歳以上 ＫＬＳコースライセンス ｏｒ ＪＡＳＡ
カデット 小学２年生以上 ＫＬＳコースライセンスｏｒＳＬカデットｏｒＳＬ-Ｂ

チャレンジ

４５歳以上
または

レース未経験者
または

レース経験が少ない者

ＫＬＳコースライセンス以上

オープン １８歳以上 ＫＬＳコースライセンス以上
ＫＴ 小学６年生以上 ＫＬＳコースライセンス ｏｒ ＳＬ-Ｂ

Ｎ３５
中学生以上

身長１４０cm以上
レンタルカート経験者



※初心者ドライバーで、あまりにも技術レベルが未熟な者及び公序良俗を乱す者に対し
ては、参加を認めない場合があります。

※主催者が認めたドライバーは賞典外で参加できるます。

第８条 参加申込受付期間
１）エントリーの参加受付期間は各大会開催日１ヶ月前より大会５日前までとし、所定

の用紙に記入し、参加料を添えて郵送もしくは持参。チーム又クラブ単位によるＦ
ＡＸエントリーも受付けます。

２）申し込みに必要なもの
①参加申込書
②誓約書（必ず署名捺印のこと）
③参加料

３）参加料・ピット登録料（消費税含む）
①キッズ ￥７，０００（ピット１名込み）
②カデット ￥７，０００（ピット１名込み）
③チャレンジ ￥８，０００（ピット１名込み）
④オープン ￥８，０００（ピット１名込み）
⑤ＫＴ ￥１１，０００（ピット１名込み）
⑥Ｎ３５ ￥１１，０００（ピット１名込み）

４）ピットクルー追加登録料１名分 ￥１，０００

第９条 参加受理と参加拒否
１）大会事務局は理由を示すこと無く参加受理または参加拒否することができ、かつそ

の行為を以て最終決定とします。
２）参加拒否された申込者に対しては参加料が返還されます。
３）参加を受理された後、参加を取り消す申込者に対して参加料は返還されません。

第３章 競技に関する事項

第１０条 参加車両
競技に使用するシャーシ、エンジン、タイヤ等はすべて本車両規定ならび２０１６年Ｊ
ＡＦ国内カート競技車両規定（２０１６年ＪＡＦ国内カート競技車両規定集内）に準拠
しているものといたします。

第１１条 自動計測装置
１）参加者は車両検査までにオーガナイザーから貸し出された自動計測装置を取り付け

なければならないこととします。
万が一破損、紛失した場合は、理由の如何にかかわらず損害の補償責任を負うもの
とします。※高価な計測装置につきご理解賜りますようお願い致します。

２）自動計測装置の配布は受付時に行い、返却については競技終了後すみやかに返却し
てください。

第１２条 公式車両検査
１）「カート競技会参加に関する規定」第１２条に基づき、車両検査が行われますす。

この際規則に不適合な部分がありながらも、技術委員に発見されなかった場合で
あっても承認を意味するものではなく、レース中にそれに関する疑義が生じた場合
は旗の指示を受ける場合があります。

２）車両検査の日時及び場所は、公式通知にて告知します。
３）ドライバーは、車両検査に立ち会わなければならないものとします。
４）ドライバーの服装に関しては「カート競技会参加に関する規定」第１１条を適用し

ます。また車両検査時においては、技術委員の点検を受けるものとします。レーシ
ングスーツは皮製またはＣＩＫ－ＦＩＡ公認またはＪＡＦ公認のものとします。

５）各ヒート終了時には「ＪＡＦ国内カート競技車両規則」に定める必備の部品が備
わってなければなりません。

６）「カート競技会運営に関する規定」第３１条に基づき、レース後車検場で計量を行
います。

第１３条 ブリーフィング
参加者はブリーフィングに出席しなければなりません。ブリーフィングに出席しない場
合はペナルティーの対象となります。



第１４条 レース方法
１）キッズ、カデット、チャレンジ、オープン

レースはタイムトライアル、予選１、決勝１ヒートとし、決勝ヒートの結果により
最終順位を決定します。

２）ＫＴ
レースはタイムトライアル、予選２、決勝１ヒートとし、決勝ヒートの結果により
最終順位を決定します。

３）Ｎ３５
レースはタイムトライアル、予選２、決勝１ヒートとし、決勝ヒートの結果により
最終順位を決定します。最大グリッドは１２台としますが、変更になる場合もあり
ます。
レース方法は以下の通りとします。
①車両抽選および車両固定

Ｎ３５クラスの車両は、受付時の抽選にて決定いたします。タイムトライアル、
予選、決勝すべての走行において車両を固定いたします。

②リタイヤ
各ヒート走行中に車両トラブルや操作ミスによる車両の破損があった場合には、
その時点でリタイヤ扱いとなりますが、スペアカートに乗り換える場合がありま
す。

③ドライバー重量
ドライバーの体重（装備込）により下記バラストを車両に搭載こととします。ウ
エイトは主催者から貸与とし、取付は抽選後、各自取り付けるようご協力をお願
いします。
５２ｋｇ未満・・・・・・・・・・１５ｋｇ＋燃料満タン
５２ｋｇ以上５８ｋｇ未満・・・・１５ｋｇ
５８ｋｇ以上６４ｋｇ未満・・・・１０ｋｇ
６４ｋｇ以上７０ｋｇ未満・・・・・５ｋｇ
女性・・・・・・・・・・・・・・・５ｋｇ

第１５条 公式練習
「カート競技会運営に関する規定」第２３条および第２４条に基づき公式練習を行いま
す。すべてのドライバーは公式練習に参加しなければなりません。
また、ピットアウトしスタートラインを通過する前に本コースで停止した場合も、公式
練習に参加したものと認められます。

第１６条 タイムトライアル
１）すべてのドライバーは、タイムトライアルに参加しなければなりません。タイムト

ライアルに参加できないドライバーはその旨を届け出ることとします。
２）タイムトライアル参加台数が２０台を超える場合は、ゼッケンの奇数、偶数でグ

ループ分けをします。出走順は奇数、偶数の代表者の抽選により決定いたします。
３）ドライバーは、タイムトライアルとして設定された時間内であれば任意に出走し、

時間内であれば途中で停止した場合も再トライすることができます。但し、ピット
に戻った場合は再トライすることはできません。

４）タイムトライアル中の計測は、コースイン後にスタートラインを通過したカートに
対してすべてのラップを計測し、ベストラップのタイムを採用します。

５）上記４）で記録したベストラップが同タイムの場合は、当該ドライバーが記録した
セカンドラップを採用します。更に同タイムとなった場合もこれに準ずるものとし
ます（サードラップ以降のタイム）。

６）その他の方法で行う場合は公式通知に示します。

第１７条 予選ヒート
予選ヒートのグリッドポジションは、タイムトライアルで各ドライバーが記録した最速
タイムの順番とします。

第１８条 決勝ヒート
１）予選を通過した選手はすべて決勝に出場できます。
２）グリッドポジションは、予選でのポイント（ペナルティポイントは減算）の多い順

とし、同ポイントの場合はタイムトライアルの成績によるものとします。

第１９条 スタートの方法
１）カデット、チャレンジ、ＫＴ、Ｎ３５

スタートは「カート競技会運営に関する規定」第２８条２．に基づくローリングス
タートとし次の事項が適用されます。
①スタートの合図は旗の信号によって行われます。
②スタートが合図される前にローリングを行います。この際ドライバーは、２列の

隊列で低速走行し、ドライバーはオーガナイザーが定める区間で追い越し及び割
り込みは禁止とします。

③スタートライン２５ｍ手前に引かれた黄色のラインを越えるまでは加速してはな
らなず、ローリング隊列のペースを乱す者があった場合は、最後尾に繰り下げら
れる場合があります。

④スタートラインを越えるまでは、誘導白線から車両が越えてはならず、追い抜き



行為も禁止とします。（但し、２５ｍライン通過後、前方の車両が失速・前々車
との間隔が１台以上開く場合、前車との衝突を避ける行為は除きます。）

⑤ローリングに遅れた者が、列の前に出て待つような行為をしてはいけません。
ローリングに大きく遅れた者及びローリング中にピットインした者と周回遅れの
者は、最後尾に着かなければいけません。

⑤ローリング中にコースをショートカットすることは禁止とします。
２）キッズ、オープン

スタートは「カート競技会運営に関する規定」第２８条３．に基づくスタンディン
グとし次の事項が適用されます。
①スタートの合図は信号燈もしくは旗の信号によって行われます。
②１周のフォーメーションラップの後、グリッドにつき次第、信号燈もしくは旗で

スタートとします。

第２０条 その他競技に関する一般事項
１）旗の信号については「カート競技会運営に関する規則」第１３条に従うものとしま

す。
２）コースアウトに対するペナルティは競技長の判断によるものとします。
３）走路審判員が反則または妨害行為とみなしたものについては、ペナルティが課され

ます。更にその行為が、２回以上に及ぶときは失格とします。
４）ドライバー・サインは次の通りとし、これを怠った者に対しては、ペナルティが課

せられることがあります。
①コース上で停止した場合のサインは、両手をもしくは片手を頭上に高く上げる。
②ピットイン・ピットアウトのサインは片手を頭上に高く上げる。
③黄色の山型を付した緑色旗（ミススタート）が示された場合は各自、片手を頭上

に上げ、スピードダウンし、元のローリングスタート時のポジションに戻るもの
とします。

④スローダウンするドライバーは、片手を高く上げること。
⑤公式練習、タイムトライアルおよびレース中（フォーメーションラップを含む）

スピン等で車両が停止した場合は、他を妨害することなく、後続車両通過後、ま
たはコース委員の指示があり、自力で再発進できる場合にのみレースに復帰でき
るものとします。

⑥公式練習、タイムトライアルおよびレース中（フォーメーションラップを含む）
リタイヤしたドライバーは、他を妨害することなく、後続車両通過後、または
コース委員の指示により、自分の車両を速やかに安全な場所に移動し、そのヒー
トが終了するまで「カート競技会参加に関する規定」第１１条に規定する装備一
式を着用し、車両から離れてはいけません。

⑦レース中は、コースを外れてショートカットすることは認められず、当該行為は
コースアウトとみなされ、ペナルティの対象となります。

⑧工具を用いた修理等は、指定されたエリア（ピットおよびパドック）を除き、一
切禁止とします。

⑨レース着順１位の者がフィニッシュラインを通過後２分以内に、カートが自力で
同ラインを通過したものは、そのラップが加算される。完走者となるためには、
チェッカーにかかわらず、規定周回数の１／２以上を完了しなければなりません。

⑩レースの順位は次の順序により、周回数の多い順に決定されます。
・チェッカーを受けた完走者（規定周回数の１／２以上を完了し、チェッカーを

受けた者）。
・チェッカーを受けない完走者（規定周回数の１／２以上は走行したが、チェッ

カーを受けなかった者）。
・不完走者（チェッカーにかかわらず、規定周回数の１／２以上を走行していな

い者）。
・同周回数の場合は、その周回を先に完了（コントロールライン通過）した者を

優先します。
・計時は着順によるものとし、計時を行わない場合があります。

第２１条 レースの終了
１）レース着順１位の者がフィニッシュラインを通過後２分以内に、カートが自力で同

ラインを通過した者は、そのラップが加算される。完走者となるためには、チェッ
カーに関わらず、規定周回数の２分の１以上を完走していなければならない。

２）レース終了後のダブルチェッカーにはペナルティーが課せられます。



第４章 ピットに関する事項

第２２条 ピットイン
ピットインする場合は、ピットロードを徐行しなければならず、かつ必ずピットストッ
プしなければならない。これに違反した場合は当該ヒート失格となります。

第２３条 ピットクルー
「カート競技会参加に関する規則」第３章第１８条に基づき、ピットクルーの行為に関
する最終的な責任はエントラントに帰属しますが、、レース中における場合は、ドライ
バーに直接統括の責任があるものとします。ピットクルーによる規則違反は当該ドライ
バーに対する黒旗の指示となることがあります。

第２４条 ピット内およびパドック内
１）ピットにおける火気の使用を禁止します。燃料の容器は、２０リットル以内の金属

製の携行缶でなければなりません。
２）パドック内での走行はすべて禁止とします。
３）パドック内での喫煙は指定喫煙所を除き、厳禁とします。

これに違反したピットクルーは本大会から除外されます。
４）レース中の燃料補給は禁止とします。
５）パドック内でのエンジン始動は厳禁とします。但し、指定された場所ではこの限り

ではありません。

第２５条 車両保管
レース終了後の車両保管及び検査は、次の通りとします。
１）全車両保管及び再車検を行う。保管が解除になったカートは、エントラントが速や

かに引き取らなければなりません。
２）保管時間は２０分以上、所定の場所で行われます。
３）技術委員はスタートしたすべての車両に関し、車検を行う権限を保有するものとし

ます。技術委員が検査を行う際は、エントラントもしくはその代理人が責任をもっ
て車両の分解及び組立を行わなければならない。ただし、関係役員、エントラント
及びドライバー以外は車検に立ち会うことはできません。

４）技術委員が行う本条項の検査に応じない場合は失格となります。

第５章 ペナルティーに関する事項

第２６条 ペナルティー
１）ペナルティーは次の６種があります。

①警告
②罰金
③タイムペナルティー
④ポイントペナルティー
⑤ラップペナルティー
⑥失格

２）警告は、その必要ありと認められた軽違反に対して発せられます。
３）罰金は、成績に対するペナルティーまで至らない程度の違反に適用されます。
４）タイムペナルティーは、音量測定結果によりタイムトライアルに適用されます。
５）ラップペナルティーは、失格にならない程度の違反に適用されます。
６）ポイントペナルティーは、程度の違反に対し、予選ヒート及び決勝レースに与えら

れます。
７）失格は下記の反則違反に課せられます。

①違法または不当に得たアドバンテージ。
②故意に自己または他人の安全をかえりみることなく行う危険行為。
③与えられたオフィシャル指示を故意に無視した際。
④与えられたフラッグサインの無視。

８）レース中の反則行為は、ドライバーを停止させる事なくペナルティーを課す場合が
あります。

９）状況に応じてペナルティを軽減したり、強化したりすることができる。

第６章 抗議に関する事項



第２７条 抗議
本大会における抗議は、一切受け付けません。

第７章 章典およびシリーズに関する事項

第２８条 賞典と副賞
１）決勝ヒートの順位により決定します。
２）賞典はドライバーに対して行われます。
３）各大会における賞典対象者は下記の通りとします。

台数３台～５台 １位まで 台数６台～８台 ２位まで
台数９台～１２台 ３位まで 台数１３台～１７台 ４位まで
台数１８台～２２台 ５位まで 台数２３台～２７台 ６位まで
２８台以上 ７位まで

第２９条 シリーズポイント
本競技会のドライバーに与えられる得点（シリーズポイント）は下表を適用します。
１）シリーズ全７戦の内、上位５戦の獲得ポイントが合計され、ポイントの多い順に上

位とします。
２）同ポイントの場合は上位入賞回数の多いドライバーが上位となります。
３）上記２）で決定できない場合は最終戦の順位で決定します。
４）上位３）で決定できない場合はポイント取得の早い順に決定します。

５)各クラス最終戦は以下の表のとおり決勝成績ポイントを１．５倍とします。

第３０条 シリーズ表彰および賞典
各クラスを対象にシリーズ８０％以上レースが成立した場合、シリーズ上位５名を表彰
対象者とします。

第８章 広告に関する事項

第３１条 広告
ナンバープレートに広告を表示することは認められません。その他の広告についてオー
ガ ナイザーは下記のものに対して抹消する権限を有し、かつドライバーはこれを拒否
することはできません。
１）公序良俗に反するもの。
２）政治・宗教に関連したもの。

第９章 その他一般事項

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 3P 2P 1P

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

30P 22.5P 18P 15P 12P 9P 6P 4.5P 3P 1.5P

走行券４千円

トロフィー トロフィー トロフィー トロフィー トロフィー

賞金:３万円 賞金:２万円 賞金:１万円 走行券８千円

ＫＴ・Ｎ３５
１位 ２位 ３位 ４位 ５位

トロフィー トロフィー トロフィー トロフィー トロフィー

賞金:２万円 賞金:１万円 賞金:５千円

チャレンジ・オープン
１位 ２位 ３位 ４位 ５位

賞金:１万８千円

トロフィートロフィートロフィートロフィートロフィー

賞金:３千円賞金:８千円

キッズ・カデット
５位４位３位２位１位



第３２条 損害の補償
１）参加者は参加車両及びその付属品並びにコースの施設、機材、器具に対する損害の

補償責任を負うものとします。
２）エントラント、ドライバー、ピットクルーは、コース所有者及びオーガナイザー、

大会役員が一切の損害賠償の責任を免除されていることを了解しなければならない。

第３３条 オーガナイザーの権限
オーガナイザーは、下記の権限を有するものとします。
１）参加申込みの受付に際して、その理由を示すことなくエントラント、ドライバー、

ピットクルーを選択あるいは拒否することができます。
２）大会スポンサーの広告を参加車両に貼付することができます。
３）やむを得ざる理由により、公式プログラムの印刷に間に合わなかったドライバーの

登録または変更について許可することができます。
４）すべての参加者、ドライバー、ピットクルー及びその参加車両の音声、写真、デジ

タル映像などの報道、放送、出版に関する権限を有し、この権限を第三者が使用す
ることができます。

５）チーム代表者、ドライバーおよびピット要因はスポーツマンらしからぬ行為、不謹
慎な言葉遣い、あるいは競技を妨害する行為をとった場合、当該競技会失格とすし
ます。

第３４条 大会の延期及び中止
オーガナイザーは大会審査委員会の承認を得て、大会の一部あるいは全部を延期、中止
または取り止めることができます。大会の全部を中止あるいは２４時間以上延期する場
合は、参加料は全額返還されます。ただし、保険料は返還されません。さらにエントラ
ントおよびドライバーは、これらによって生じる損失についてオーガナイザーに抗議す
る権限を保有していません。なお、オーガナイザーは内容を変更する権限も併せて保有
するもとします。これに対する抗議は認められません。

第３５条 公式通知に関する規定
本規則に記載されていない競技運営に関する細目や参加者に対する指示事項は、特別規
則書および公式通知によって示されます。なお公示は次の方法によります。
１）大会事務局に掲示します。
２）パドックの掲示板に掲示します。
３）ドライバーズミーティングで指示します。
４）緊急の場合は場内放送で伝達されます。

第３６条 誓約書の署名
エントラント、ドライバー及びピットクルーは参加申込用紙に記載された誓約文に署名
捺印しなければなりません。



第１０章 エンジンおよびカートに関する事項

第３７条 シャーシ、エンジン、及びタイヤの登録
競技に使用するシャーシ、エンジンおよびタイヤは、車両申告書に登録済のもののみと
し、登録、使用できる数は下記の通りとします。
シャーシ：１台 ／ エンジン：２基 ／ タイヤ：ドライ、ウェット 各１set

第３８条 カート
「ＪＡＦ国内カート競技車両規則」第１章に合致した第１種競技車両であることで、か
つ以下の条件を満たさなければなりません。
１）サイドボックス、フロントフェアリング、フロントパネルを必備とする。また、Ｃ

ＩＫ公認のリアプロテクションも使用推奨とします。取付方法はメーカー出荷状態
とし、不備の場合は車両検査において修正を求められることがあります。

２）コース上にオイルを流出飛散させる構造の物の取り付けは禁止します。
３）競技ナンバーは車両の前後に必備とし、後部ナンバープレートの材質は不透明で柔

軟性のあるプラスチックとし、金属製の物は禁止される。また大きさと形状は四隅
に丸味（直径１５～２５ｍｍ）を持たせた幅２１ｃｍの四角形とし、競技ナンバー
が明瞭に識別できる状態でなければなりません。但し、リアプロテクションにはナ
ンバープレート専用のスペースがあるので、その場所にしっかりとゼッケンナン
バーを貼り付けることとします。

４）ゼッケンは２０１６年を通して固定ナンバーとし、希望するゼッケンナンバーを装
着することができます。但し、ゼッケン番号は１～２８までの番号とします。希望
ゼッケンナンバーをオーガナイザーに申請し、申請順（先着順）により決定します。
なお、申請がない場合はオーガナイザーが決定します。
このナンバーは、車両検査を受ける前に取り付けられていなければなりません。

５）チェーンガードは必備とします。取付け方法については「２０１６年ＪＡＦ国内
カート競技車両規則」第２章第１２条に従うこととします。

６）タイヤに関して、タイヤソフナー、化学化合液体等、一切の塗布を禁止します。
硬度計等で測定を行い、他とあまりにも違いが認められる場合には検査の対象とな
り、不正が認められた場合には検査にかかったすべての費用を本人負担とします。
また、当該ドライバーに対し、６ヶ月以上の出場停止ペナルティーが課せられる場
合があります。

第３９条 エンジン
エンジンは、下記の細目を満たしていなければなりません。
１）以下でいう改造とは、切削・付加等の改造および市販状態での装着部品からの変更

を指します。但し、年式変更に伴う純正共通部品相互の交換は認められます。
２）エンジン構成パーツの取付け方法、取付け方向（クラッチを除く）はメーカー出荷

時の状態でなければなりません。但し、規定内のメーカー純正消耗品交換部品やス
キッシュ調整用ガスケットの交換は認められます。

３）セルモーター付エンジンの場合スタートボタンを押してエンジンを始動させる構造
でなければなりません。
※特例の場合もあり（ＳＬクラッチのみ装着）

第４０条 タイヤ
使用するタイヤのセット数は、１大会につきドライ１セット、ウェット１セットとし車
両検査において登録、封印を受けることとします。タイヤにバースト等が発生した場合
は、技術委員長の許可を受けて当該の１本のみを交換することができます。ドライタイ
ヤからウェットタイヤまたは逆への交換は主催者の指示後に交換することします。（主
催者からドライ／ウェットフリー宣言がなされる場合もあります）。ウェットタイヤ、
ドライタイヤともトレッド部のカッティングは禁止とします。ウェットとドライの組み
合わせ使用は禁止します。

第４１条 発信機
１）データーロガーの発光器は、指定された場所以外への設置は認めません。
２）競技中、車両にテレメトリーシステム（データー交信装置）および無線機の搭載は

一切禁止とします。技術委員に承認されたデーターロガ（データー蓄積装置）およ
びタコメーターの使用は可能とします。

第１１章 クラス別競技車両規定

第４２条 キッズ
１）エンジンは富士ロビンＥＣＯ４ＥＲ、スバルＥＣＯ４ＥＡ、ＹＥＣ０４を使用する

こととします。
２）改造は一切禁止され、市販状態でなければなりません。

但し、上記のエンジンに使用されている純正パーツの相互利用は認めます。
３）最大排気量は４０.２ccとします。
４）点火系統はいかなる改造も禁止とし市販状態でなければなりません。
５）クラッチはいかなる改造も禁止とし市販状態でなければなりません。
６）スパークプラグは「ＮＧＫ：ＢＰＭ７Ａ及びＢＰＭ８Ｙ」に限ります。
７）スプロケットは、メーカー純正の「９-９６」に限ります。
８）ケースベアリングは、メーカー純正ベアリングの使用のみとします。
９）オイルシールは、純正オイルシールの使用のみとします。

１０）キャブレターは、いかなる改造も禁止とし市販状態でなければなりません。
１１）使用するメインジェットは＃７０のみとします。
１２）ジェットニードルのイーリングクリップ位置は中央固定とします。
１３）マフラーは、いかなる改造も禁止とし市販状態でなければなりません。
１４）エアクリーナー及びエアーエレメントは、いかなる改造も禁止とし市販状態でなけ

ればなりません。エアーエレメントを抜くことも認められません。
１５）シャーシ／フレームはレオンＫ３０、Ｋ４０、Ｋ３Ｓ、Ｋ４Ｓ、ＹＥＣラピッドカ

デット、ＶＩＶＯ ＡＭＩＧＡＯとします。



フレームの加工は一切認められません。但し、エンジン搭載およびリアロールバン
パー装着に伴う加工は認めます。

１６）フロントフェアリング、フロントカウル、サイドボックス、リアロールバンパーは
必備とします。

１７）ネックガードネックガードは装着義務付けとします。一般市販品でメーカーは自由
とします。

１７）最低重量：７５ｋｇ
１８）タイヤ

ドライ ブリヂストン：ＹＤＳ ＪＫＫＡ
レイン ブリヂストン：ＳＬ９４

１９）ホイール
フロント １２０ｍｍ
リア １８０ｍｍ

第４３条 カデット／チャレンジ／ＫＴ
使用できるエンジンは
カデット：ＫＴ１００ＳＥＣ
チャレンジ・ＫＴ：ＫＴ１００ＳＤ、ＫＴ１００ＳＣ、ＫＴ１００ＳＥＣ
国内仕様のものとし、改造は一切禁止され市販状態とします。但し、カーボンの除去や
キズ修正は研磨とみなされない限りの範囲で認認められます。
１）エンジンは７ＹＡ・７ＹＢ・７ＹＤ・７ＹＥ・７ＹＦ・７ＹＴ・７ＹＵ型に限られ

ます。
対象部品＝シリンダーヘッド、シリンダーボディ、シリンダーヘッドガスケット、
シリンダーガスケット、ピストンピン、ﾋﾟストンピンクリップ、コンロッド、ベア
リング類、クランク、クランクピン、オイルシール、クランクケース、ピストン、
ピストンリング、プラグコード。

２）コンロッドは次のパーツ№に限ります。
７Ｆ６－１１６５１－００
７Ｆ６－１１６５１－０１
７Ｆ６－１１６５１－０２

３）ピストンおよびリングのオーバーサイズ純正部品への変更が認められます。
７８７－１１６３○－１５（または０５）
７８７－１１６３○－１４（または０４）
７８７－１１６３○－１３（または０３）
およびＫＴ１００ＦＰ用のＪ６７の使用が認められます。
１３１－１１６３３－００ピストンピンは全ての指定ピストンと組合せできます。
Ｊ６７－１１６３３－００ピストンピンは７８７－１１６３○ー１５(または０５)
７８７－１１６３○－１４（または０４）のみ組合せできます。

４）シリンダーボディは横に縦１０ｍｍ、横１６ｍｍの座及び「７ＥＴ」の浮き文字が
あるものとします。シリンダーボアサイズは５２．６１ｍｍまで可能とします。

５）シリンダーヘッドはＹＡＭＡＨＡ浮文字があり、改造防止のフライス加工を追加し
たものに限られます。

６）シリンダーヘッドガスケット
①カデットのシリンダーヘッドガスケットは純正の純正の７ＥＴ－１１１８１－１

０シリンダーヘッドガスケットを３枚使用することとし再使用により厚さが３枚
で１．２ｍｍ未満になったシリンダーガスケットの使用は不可とします。

②チャレンジおよびＫＴのシリンダーヘッドガスケットは純正の７ＥＴ－１１１８
１－１０またはＫＴ１００ＦＰ用の７ＹＧ－１１１８１－００とする。再使用に
より厚さが０．４ｍｍ未満となったシリンダーガスケットの使用は不可とします。

７）クランクケースについては、７ＹＡ・７ＹＢ・７ＹＤ・７ＹＥ・７ＹＦ・７ＹＴ・
７ＹＵ打刻№のものに限られ、かつケース底部に「７ＥＴ」の浮き文字があるもの
とします。また部品販売品については型品番の打刻のないものがあります。その場
合３ケタ以上の数字を打刻し、型品番とします。

８）クランクシャフトはＫＴ用（７ＹＡ・７ＹＢ・７ＹＴ・７ＹＰ）とＦＰ用（７Ｙ
Ｇ）およびＳＰ用（Ｊ６７）いずれかのヤマハ純正品が使用でき、またＫＴ用、Ｓ
Ｐ用のクランクシャフト大端ベアリングおよびクランクサイドベアリングの使用が
認められます。

９）シリンダーガスケットは純正の７ＹＫ-１１３５１-００、７ＹＫ-１１３５１-０１
内径（直径）６４.５ｍｍまでの寸法を認めます。

１０）クラッチを装着する場合は、乾式ＳＬクラッチまたはヤマハ純正湿式クラッチを必
備とし、改造・加工は不可とします。構成部品はすべて純正部品とし、他メーカー
の部品に交換することは禁止されます。純正湿式クラッチのクラッチシューは７Ｙ
Ｂ-１６６２３-００とし、表面に溝の無いタイプの物とします。
クラッチハウジング、クラッチシューに回転を円滑にするためのオイルやグリス類
の塗布は禁止されます。

１１）クラッチ付きエンジンを搭載しているカートはカットオフ装備を必ず備えることと
します。この装置はドライバーがカートを運転中、正常に着座して容易に操作し得
るように設けられていなければなりません。

１３）クラッチ付きエンジンにはＳＬクラッチカバー（ハウジングカバー）およびＳＬク
ラッチにおいてはＳＬクラッチプロテクター（サポートおよびＳＬクラッチカバ
ー）を取付けなければなりません。

１４）セルモーター部品はすべて純正品でなければならず、改造は一切禁止されます。
（カーボンブラシおよびブラシワイヤーの補修は可）

１５）リコイルスターターの装着は認められます。ＲＣ１００ＪＦ・Ｊ・ＳＣのリコイル
スターターをボルト、ナットで取り付けることが可能です（取付けのためにエンジ
ン自体を切削したり、溶接したりすることは禁止されます）。

１６）使用できるキャブレターはＷＢ３Ａ・ＷＢ２１およびＷＢ３３で改造は一切禁止さ
れます。但し、キャブレター部品について相互交換およびヤマハ純正部品との交換
は認められます。また、チョーク付のものについてはチョークレバーを取り外し
チョーク孔を埋めることは認められます。



アルミのプレート（プレート１：７ＹＡ-１４３４６-００）の取付けは禁止され
（メーカー出荷状態で装着されている場合は取り外してください）、各種ジョイン
トキャブレターの前後はガスケットが取り付けられることとします。
※ジョイントキャブレターとガスケットのすき間に液体ガスケットなどを塗り、洩
れをふせぐことは認められます。
対象部品＝キャブレターＡＳＳＹ、キャブレターガスケット、ジョイントキャブレ
ター、マニホールド、ジョイントエアクリーナー。

１７）吸気消音器（インテークサイレンサー）は量産市販されているＣＩＫ／ＦＩＡ公認

実績品の吸気消音器またはヤマハ純正吸気消音器を必備とします。吸気消音器本体
の構成部品は純正品（取付け口のゴム部品を除く）であること。
吸気消音器本体の構成部品の切削・加工・改造を禁止され、１つの吸入チューブ径
が２３Φｍｍ以下とします。吸気消音器（インテークサイレンサー）本体にエア
フィルターが内蔵されているタイプに関してはエアフィルターがメーカー出荷状態
であることとしボディ本体やエアフィルターの切削・加工・改造を禁止とします。
ジョイントキャブレター、マニホールド、ジョイントエアクリナーは下記部品番号
のものとし、改造は一切禁止されます。

１８）ジョイントキャブレター
カデット：１４.５Φｍｍ（７ＹＵ－１３５６-０９、公差±０ｍｍ以下）
チャレンジ・ＫＴ：２６Φｍｍ（７８７-１３５８６-００公差±０.５ｍｍ以下）
マニホールド（７ＹＡ-１１３５８５-００）
ジョイントエアクリーナー（７ＹＦ-１４４５３-０３）

１９）改造は一切禁止され市販状態とします。点火方式はＴＣＩとし７ＥＴ系（ステー
タ―とＴＣＩユニット一体式）に限られます。現行標準装着のローターアセンブ
リー（７ＹＴ-８５６５０-２０）と旧型品（７ＹＴ-８５６５０-００・０１・
１０）のいずれも使用可とします。
＜ＴＣＩローター寸法規定（７ＹＴ-８５６５０-２０）＞
１．厚さ：３３ｍｍ。製造公差±０.５ｍｍ
２．直径：６０Φｍｍ。製造公差±０.１ｍｍ
３．寸法測定は厚みと直径を実測します。
４．幅を直径以外の箇所でも、ローターに加工等の変更を加えることは違反改造と
なり車検失格となります。

２０）ネックガードネックガードは小学生は装着義務付けとします。一般市販品でメー
カーは自由とします。

２１）最低重量
カデット：１１０ｋｇ
チャレンジ・ＫＴ：１４５ｋｇ

２２）タイヤ
カデット：ヨコハマ ドライ／ＳＬ－Ｊ レイン／ＳＬ－０３
チャレンジ：ユニリ
ＫＴ：ブリヂストン ドライ／ＳＬ－０７ レイン／ＳＬ－９４

第４４条 オープン
１）一般市販の国産モトクロッサー用エンジンとし、メーカー出荷状態の形状を維持し、

加工による形状の変更は認められません。最大気筒容積は１２５ｃｃまでとします。
２）キャブレターは自由とします。
３）マフラーは｢ＪＡＦ国内カート競技車両規則｣に従ったマフラーを取り付けることと

します。
４）キャッチタンクは次の箇所にそれぞれキャッチタンクの装着を義務付けます。

ラジエターオーバーフローパイプ・クランクケースブリーザーパイプ・フューエル
タンクブリーザーパイプ ・キャブレターオーバーフローパイプ

５）ワイヤーロック：次の箇所はワイヤーロックを施すことを義務付けます。
オイルドレンボルト・オイル給油口・オイルレベルボルト

６）吸気消音器（インテークサイレンサー）は必備とします。
７）最低重量

１６５ｋｇ
８）タイヤ

メーカー自由 ドライ／ＳＬ－０２・０７・９ レイン／ＳＬ－９４・０３

第４５条 Ｎ３５
１）すべて主催者が準備したレンタルカートを使用します。セッティングの変更は認め

られません。


